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批

評
・
紹

介

情
代
幕
府
人
事
制
度

帯型

τt  

'" 

全

中
華
民
悶
六
十
年
五
月
翠
北
中
関
人
事
行
政

月
刊
一
世

A
5
州
本
文
二
七
六
頁
附
録
・
書

目
六
八
頁

「
佐
官
検
吏
」
と
呼
ば
れ
る
役
割
を
演
じ
る
所
謂
森
友
は
、
官
雌
に
お
け
る

事
務
請
負
人
と
で
も
開
閉
す

べ
き
碍
吏
と
と
も
に
、
中
国
近
位
史
上
に
見
ら
れ
る

特
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
雨
者
は
針
立
的
に
官
隙
に
附
腕
し
て
い
た
わ
け
で
、

相
互
の
附
係
は
槻
め
て
密
桜
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で

研
究
上
に
求
め
ら
れ
る
史
料
は
、
市
朴
友日
い
お
い
て
も
法
門
前
三
お
い
て
も
殆
ん
ど

同
範
刷
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
雨
者
を
同
時
に
針
伯
郡
と
し

て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
適
切
な
研
究
方
法
で
あ
る
と
思
う
ο

本

市
川
町
の
著
者
刊
行
全
土
口
氏
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
方
針
に
基
つ
い
て
研
究
を
紛
け
て
臨
み

ら
れ
た
。

著
者
は
担
問
の
中
間
ハ
大
向
学
公
共
行
政
問
γ

科
を
卒
た
さ
れ
、
市
ハ
押
踊
間
大
間
的
ヤ
政
治

mf

修
士
、
政
治
大
尽
政
治
製
博
士
の
課
税
を
縦
、
そ
れ
ぞ
れ
の
穆
位
を
取
付
さ
れ
、

現
在
京
臨
時
大
感
教
授
で
あ
る
。
氏
は
お
よ
そ
十
年
に
亘
っ
て
明
消
時
代
に
お
け

る
森
友
と
待
吏
を
中
心
線
題
と
し
て
研
究
を
さ
れ
、
す
で
に
多
く
の
論
文
を
護

表
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
明
代
の
袴
吏
に
闘
す
る
部
分
は
、
す
で
に
一
九
六

著

九
年
に
博
士
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
明
代
背
吏
」
(
民
闘
五
八
年
十
一
月

夜
北
嘉
新
水
泥
公
司
文
化
基
金
合
研
究
論
文
・
第
一
四
八
種

A
5
剣

本

文
二
五
O
頁

特

録

・
附
録
・

番
目
・
索
引
五
三

一
頁
)
の
大
悲
に
集
約
さ
れ

て
い
る
。
消
代
の
本
友
に
闘
す
る
研
究
の
集
大
成
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
こ

こ
に
紹
介
す
る
「
清
代
幕
府
人
事
制
度
」
で
あ
る
。
氏
は
、
他
に
一清
代
の
混
同
吏

に
つ
い
て
も
引
制
き
そ
の
研
究
成
果
を
殺
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
の
研
究

に
お
い
て
最
先
端
を
い
く
思
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
、
氏
の
多
数
の

努
作
の
中
か
ら
、
こ

こ
で
は
「
清
代
幕
府
人
事
制
度
」
の
一
書
だ
け
を
取
り
摩

げ
て
紹
介
し
、
併
わ
せ
て
若
干
の
感
出
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
な
お
、
紙
撤
の

閥
係
か
ら
、
内
容
の
紹
介
は
著
者
が
も
っ
と
も
苦
心
を
抑
わ
れ
た
第
一
章
を
中

心
に
行
な
い
、
徐
は
要
鮎
だ
け
を
摩
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

木
市町
の
構
成
は
、
「
作
」
、
「
科
ニ一言
」
及
び

「
徴
引
部
目
」
を
除
い
て
、
左
の

通
り
で
あ
る
。

第

一
章
激
務
活
動

第

二

掌

守
山林
附
係

第
三
掌
幕
府
類
別

第
四
章
激
非
方
式

第
五
草
隊
十
林
保
件

第
六
章
幕
才
培
養

第
七
章
+
料
館
要
項

第
八
章
幕
府
生
活

附
録

一

腕
天
錫
者
「
功例
代
不
成
文
之
幕
皆
同
門
丁
制
度
」

附
録
二

陳
天
錫
者

「
山
川
代
幕
前
日
中
刑
名
銭
紋
興
本
人
業
此
経
過
」

附
録
三
隙
天
錫
者
「
満
代
首
都
府
制
度
序
」

附
録
四
醇
編
成
者
「
紋
曾
文
正
公
首
都
府
賓
僚
」
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附
録
五
品
削
雨
郷
著
「
曾
園
藩
幕
府
賓
僚
年
譜
L

附
録
六
命
雨
鱒
著
「
曾
闘
藩
幕
府
賓
僚
入
幕
経
過
表
」

以
上
の
目
次
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
全
編
に
亘
っ
て
著
者
が
論
理
的
展
開

を
試
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
氏
は
専
ら
史
料
に

基
づ
い
て
事
賓
の
員
相
、
す
な
わ
ち
消
代
幕
府
人
事
制
度
の
質
態
を
追
究
し
よ

う
と
さ
れ
た
。
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
復
其
故
事
L

で
あ
り
、

し
た
が
っ

て
綜
合
的
な
結
論
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
各
末
に
附
録
と
し
て
陳
天
錫
氏
ら
一
一一

氏
の
文
を
鍋
載
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
研
究
上
の
示
唆
を
輿
え
ら
れ
た
三
氏

に
針
し
て
敬
意
を
表
わ
す
た
め
で
あ
る
と
著
者
は
序
文
に
記
し
て
い
る
。
で
は

各
章
の
内
容
を
要
約
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

緒
言
円
相
時
言
)
に
お
い
て
は
、
ま
ず
著
者
は
幕
府
の
性
格
を
「
掌
政
務
之
機

要
、
居
官
而
無
官
職
、
融
問
公
而
無
関
防
」
の
三
つ
の
言
葉
で
説
明
し
、
本
書
に

引
用
さ
れ
た
資
料
は
史
書
・
文
集
・
筆
記
の
外
、
幕
府
老
夫
子
の
口
述
を
も
含

め
て
い
る
と
述
べ
、
後
半
で
は
湾
代
の
叔
阿
撫
幕
府
の
誕
生
と
そ
の
愛
遜
、
幕
府

・
幕
賓

・
幕
友
・
幕
客
の
諸
名
詞
の
出
典
、
及
び
幕
府
制
度
と
幕
僚
制
度
と
の

国
別
等
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
。
以
上
の
内
容
は
簡
潔
に
庭
理
さ
れ
て
お

り
‘
特
に
指
摘
す
べ
き
貼
は
な
い
が
、
口
述
資
料
を
提
供
し
た
幕
府
老
夫
子
陳

実
錫
氏
に
つ
い
て
一

言
加
え
て
お
き
た
い
。
陳
氏
は
十
八
才
の
時
か
ら
兄
の
天

聴
に
従
っ
て
幕
与
を
習
い
、
二
十
二
歳
(
光
絡
三
十
二
年
)
ま
で
、
六
年
を
経

て
五
つ
の
幕
府
に
就
館
(
就
職
)
し
た
(
附
録
二
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
陳
氏

の
口
述
は
本
書
の
貴
重
な
資
料
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。

第

一
章

「
品
川
幕
活
動
」
は
「
務
拡
要
義
」
、
「
佐
官
検
吏
」
、
「
荷
里
務官梓
」、

「
自
由
結
合
」
の
四
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
章
の
主
な
論
黙
を
摩
、けれ

ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
著
者
は
幕
府
制
度
の
形
成
時
期
を
明
代
に
求
め

た
。

明
朝
政
府
は
そ
の
支
配
開
制
を
強
化
す
る
た
め
、
督
撫
制
度
を
設
け
た

が
、
督
撫
は
後
ら
に
直
属
す
る
嵐
官
が
な
か
っ
た
た
め
、
京
吏
を
従
え
て
任
地

に
赴
き
、
ま
た
、
筆
墨
を
堂
ず
る
幕
友
を
招
聴
し
た
。
こ
の
筆
墨
を
掌
る
幕
友
が

後
の
書
啓
老
夫
子
又
は
奏
摺
老
夫
子
の
濫
絢
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
代
に

は
、
朝
臣
が
朗
認
を
結
成
し
て
権
力
を
ふ
る
う
傾
向
を
受
け
て
、
中
央
高
官
の

聞
に
も
私
的
に
幕
友
を
招
請
す
る
風
潮
が
厨
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
影
響
を

受
け
て
、
司
・
府
・
州
・
豚
等
の
各
級
地
方
街
門
も
争
っ
て
幕
友
を
招
醐
押
す
る

よ
う
に
な

っ
た
が
、
督
撫
に
射
し
て
公
務
上
の
使
宜
を
得
る
た
め
、
地
方
官
僚

は
往
往
督
旗
や
督
鯨
幕
府
の
幕
友
に
通
じ
て
そ
の
幕
友
を
物
色
す
る
。
幕
府
制

度
の
形
成
に
は
ま
た
別
の
原
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
儒
」
官
と
「
法
」
吏
の
分

化
に
閥
る
。
附
麿
以
後
、
科
穆
制
度
の
毅
遥
に
よ

っ
て
、
官
僚
の
多
く
は
詩
賦

・
経
術
ば
か
り
を
撃
び
、
法
律
・

経
済
な
ど
の
知
識
に
敏
け
て
い
た
。
逆
に
F
宵

吏
は
専
ら
律
例
を
習
い
、
貿
務
だ
け
を
指
常
し
、
し
だ
い
に
職
業
化
し
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
明
代
に
降
っ
て
一
層
顕
著
に
な
っ
た
。
ま
た
、
官
僚

は
任
期
と
本
籍
廻
避
の
関
係
で
、
時
々
と
任
地
を
動
い
た
が
、
こ
れ
に
反
し

て
、
脅
吏
は
概
ね
木
地
出
身
で
あ
り
、
土
地
の
事
情
に
詳
し
く
、
し
か
も
停
統

的
な
組
織
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
官
と
吏
と
の
鰯
係
が
主
客
顛
倒
に

な
る
と
、
人
を
制
す
る
者
が
却
っ
て
制
さ
れ
る
欣
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
劣
勢
を
取
戻
そ
う
と
す
る
官
僚
は
、
律
制
に
通
暁
し
て
い
る
世
帯

友
を
招
い
て
有
吏
の
監
覗
を
企
闘
し
た
。
こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
が
所
謂
刑

名
・
銭
穀
の
師
爺
(
幕
友
の
別
格
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
質
務
的
幕
友
は
主
に

京
支
出
身
者
で
占
め
ら
れ
、
彼
ら
の
多
く
が
紹
興
出
身
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
刑
名
・
銭
殺
等
の
幕
友
は
紹
興
師
爺
と
も
呼
ば
れ
る
。
京
吏
や
幕
友
の
う

ち
に
、
紹
興
出
身
者
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
理
由
は
、
明
の
太
租
・
成
組
の

時
、
蘇
析
の
上
戸
が
南
京
・
北
京
に
移
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
紹
興
出
身
者
の

数
が
相
骨
固
な
比
率
を
占
め
た
こ
と
と
、
紹
興
の
地
が
人
口
調
密
に
し
て
土
地
が
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狭
い
わ
り
に
経
済
的
に
は
ふ
る
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
外
地
へ
出
て
殺
展
を
求
め

る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
の
二
貼
に
あ
る

3

fn

山
友
は
長
官
と
待
炉
、
の
聞
に

す
一っ

て
、
一
方
で
は
長
官
を
幼
庁
、
他
方
で
は
恐
得
を
検
問
捕
す
る
。
す
な
わ
ち

「
佐

官
検
吏
」
が
芥
友
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
引
い
恥
十
九
の
存
在
に
よ
っ
て
、
官
と
吏
と

の
問
に
均
術
が
保
た
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
刊い
叶
友
が
こ
の

「
州
市川」

と
も
言
え
る

生
涯
を
選
ん
だ
の
は
、
主
に
貧
悶
が
原
因
で
あ
る
。
然
る
に
、
落
友
が
入
詳
し

た
後
、
そ
の
去
就
は
全
く
木
人
の
な
芯
次
犯
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
と
長
官
と
の

閥
係
は
終
始
臼
巾
な
結
合
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

一

第
二
掌
「
官
拡
閥
係
」
は
、
「
師
弟
閥
係
」
、
「
朋
友
附
係
」
、
「
賓
主
闘

係
」
、
「
同
志
共
事
関
係
」
、
「
親
信
制
係
」
の
五
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
c

蒜

友
の
中
に
は
、
長
官
の
元
の
先
生
'
厚
生
・
友
人
等
が
あ
り
、
賓
客
と
し
て
入

幕
し
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
長
官
と
森
友
は
同
士
山
の
よ
う
に
一
緒

に
帥
聞
き
、
円
様
が
一
致
す
れ
ば
、
雨
者
は
生
死
を
と
も
に
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
森
友
は
殆
ん
ど
常
に
長
官
の
身
辺
に
居
っ

て
軍
要
な
事
務
を
掌

る
た
め
、
長
官
と
の
闘
係
は
非
常
に
親
密
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
長
官
と
奥
姓

兄
弟
に
な
っ
た
り
、
姻
は
閥
係
を
絡
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
老
夫
子
・

師
爺
・
慕
賓
・
一
株
友
・
幕
客
位
一
寸
の
名
詞
が
生
ま
れ
た
の
も
以
上
の
よ
う
な
官
幕

開
係
を
反
映
し
た
た
め
で
あ
る
。

第
三
章
「
幕
府
類
別
」
は
、
「
幕
席
概
要
L

、
「
刑
名
・
鈍
刀
L

、
「
書
啓

・
珠
墨
・
徴
比
・
帳
房
・
数
鈎
興
関
谷
L

、
「
戎
幕
興
洋
幕
」
、
「
前
作
業
機
構
」

の
五
仰
に
八
刀
け
ら
れ
て
い
る
。
幕
府
の
分
矧
に
つ
い
て
、
著
者
は
ま
ず
健
策
の

設
を
検
討
し
た
上
で
論
を
起
す
。
著
者
の
主
張
と
し
て
は
、
清
代
の
地
方
術
門

に
は
、
刑
名
・
銭
殺
・
諮
問
也
・
珠
援
・
徴
比
・
帳
厨
・
教
訓
の
七
つ
の
常
設
幕

府
及
び
場
合
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
細
胞
也
・
戎
柑
林
・
洋
幕
・
専
業
機
椛
の
茶
席

、
が
あ
っ
た
。
幕
友
の
員
数
は
、
各
街
門
の
政
務
の
繁
簡
に
よ
っ
て
、
二

・
三
人

か
ら
十
徐
人
程
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
あ
る
街
門
で
は
一
人
の
幕
友
が
同
時

に
的
怖
の
ん
什川が
を
来
れ
て
い
た
。
幕
府
に
お
汁
る
芥
友
の
地
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
内
川
す
る
事
sd
山
の
煮
要
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
手
紋
は
、
(
上
)

刑
名
・

終
段
、

(
中
〉
帳
房
・
出
品U
啓

・
数
割
、
(
下
)
徴
比
・
珠
援
と
な
っ
て

い
た
(
た
だ
し
、
上
級
街
門
の
契
約
老
夫
子
の
地
位
も
第

一
級
に
属
す
)
。
幕

友
は
個
人
的
に
長
官
に
針
し
て
貰
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
各
幕
席
に
は
主
任
と

い
う
も
の
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。

刑
名
・
銭
殺
雨
席
は
各
街
門
長
官
の
考
績
に
閥
る
だ
け
に
、
長
官
は
頗
る
そ

れ
を
重
一
蹴
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
雨
席
の
組
織
は
、
他
の
幕
席
と
比
べ
て
規
模

が
大
き
か
っ
た
。

刑
名
・
銭
殺
師
爺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
官
を
助
け
て
訴
訟
・
銭

m等
の
こ
と
を
庭
理
す
る
。
書
啓
は
一
専
ら
長
官
の
態
酬
文
章
乃
至
機
密
文
書
等

を
挙
る
。
督
撫山
手
の
活
司
街
門
の
奏
宿
老
夫
子
も
こ
の
類
に
含
ま
れ
る
。
隊
墨

の
峨
は
刊
は
下
行
公
文
内
を
山
日
正
し
て
叫付
近
で
印
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
徴
比

は
銭
糧
徴
牧
に
俳
回
っ
て
、
徴
収
の
結
果
を
調
べ
る
。
帳
房
は
銀
銭
支
出
を
掌
る

が
、
主
に
銀
の
成
分
を
地
査
す
る
。
教
諭
は
家
庭
教
師
と
し
て
長
官
の
子
弟
を

数
え
る
。
閲
各
は
科
摩
を
行
な
う
際
、
試
験
答
案
を
見
る
。

戎
幕
は
丘
(
飢
に
耐
応
じ
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
幕
友
は
参
謀

と
し
て
、
戟
術
か
ら
軍
仰
の
補
給
及
び
文
書
等
技
範
な
面
に
亘
っ
て
軍
事
顧
問

的
な
役
割
を
果
す
。
戎
幕
の
幕
席
は
、
清
の
太
租
・
太
宗
の
時
代
に
す
で
に
存

在
し
、
太
一
中
天
国
の
飢
以
後
、
さ
ら
に
蹟
く
設
け
ら
れ
た
。
清
代
地
方
街
門
の

幕
府
制
度
は
戎
幕
か
ら
後
化
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
の
幕
僚
制
度
も
同

じ
源
流
か
ら
生
ま
れ
た
。
な
お
、
洋
務
運
動
の
興
起
に
倖
な
い
、
洋
幕
と
言
う

幕
府
も
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
職
務
は
、
兵
燃
の
製
造
・
外
交
交
渉
・
海
防
・
郵

侍
・
宵
業
・
巡
答
・
段
林
・
翠
堂
等
で
あ
る
。
他
に
、
殺
審
局
・
愛
国
間
周
・
穏
掃

局
・
設
ロ
後
諸
局
・
洋
務
各
局
等
の
専
門
機
関
に
も
そ
れ
ぞ
れ
幕
席
を
設
け
て
い
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た。
第
四
章
、
「
瀞
募
方
式
」
は
、
「
人
才
難
得
」
、
「
主
動
延
訪
」
、
「
被
動
敦

勝
」
、
「
因
線
遇
合
」
の
四
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
節
は
求
人
の
難
し

さ
に
つ
い
て
の
一
般
論
で
あ
り
、
第
二
節
以
下
は
著
者
が
多
数
の
幕
友
の
入
幕

経
過
を
調
べ
て
分
類
し
た
三
つ
の
激
募
方
式
の
説
明
で
あ
る
。
三
つ
の
方
式

は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

ω主
動
延
訪
|
|
「
官
翠

所
知
」
、
「
借
入
作
伐
」
、
「
奉
調
入
首
都
」。

ω被
動
敦
幣
|
|
「
毛
途
自
薦」、

「
曹
郎
織
揚
」
。

ω因
縁
遇
合
|
|
「
偶
然
遇
合
」
、
「
因
事
留
佐
」
。

第
五
章
「
揚
幕
係
件
」
は
、
「
形
式
限
制
」
、
「
質
質
係
件
」
の
二
節
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
、
著
者
は
滋
幕
す
る
者
に
制
到
す
る
制
限
は
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
形
式
の
み
で
あ
り
、
事
貨
は
問
刷
員
の
入
幕
を
許
さ
な
か
っ
た
だ
け

で
、
廻
避
や
出
身
・
経
歴
等
の
制
限
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
と
ま
ず
述
べ
、
次
に

長
官
の
家
族
・
親
戚
・
師
生
・
友
火
、
叉
は
殿
試
・
禽
試
・
郷
試
・
童
試
・
監

生
・
留
聞
学
生
の
出
身
者
、
或
い
は
外
官
・
京
官
・
大
事
校
長
・
外
交
官
を
経
歴

し
た
者
等
か
ら
幕
友
に
な
っ
た

例
を
甥
げ
て
「
形
式
限
制
」
を
立
設

し
て
い

る
。
第
二
簡
で
は
、
激
幕
に
必
要
と
さ
れ
る
質
質
篠
件
と
し
て

ω溺
柑
細
胞
四

件、

ω徳
行
、

ω才
筆
、

ω異
能
、
例
襲
術
の
五
つ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
六
章
「
世
帯
才
培
養
」
は
、
「
問
者
#
機
構
」
、
「
事
慕
情
況
」
、
「
要
求
標

準
」
、
「
教
用
合
ご
の
四
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
幕
mfを
期
目
う
者
は
、
主
に

賀
務
的
幕
友
、
す
な
わ
ち
刑
名
・
銭
殺
師
爺
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、

幕
府
人
材
の
養
成
は
、
全
く
師
承
に
よ
る
も
の
で
、
そ

の
方
式
に
は
「
世
守
其
業
」
、
「
親
故
相
侍
」
、
「
師
従
薪
停
」
が
考
え
ら
れ
る
。

修
業
過
程
は
「
看
公
事
及
調
律
L

、
「
練
習
緋
案
」
、
「
正
式
緋
案
」
の
三
段
階
に

分
か
れ
、
そ
の
期
間
は
普
通
三
年
か
ら
七
年
に
な
っ
て
い
た
。
讃
む
べ
き
書
籍

は
数
十
種
以
上
も
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
法
律
に
闘
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
律
例
に
精
通
す
る
こ
と
が
摩
習
の
第
一
目
標
で
あ
っ

た
。
他
に
掌
故
・
一
般
常
識
・
文
祭
等
の
充
質
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
修

業
の
場
所
は
街
門
内
に
あ
る
か
ら
、
仲
間
業
務
仏
事
び
な
が
ら
究
務
に
参
興
す

る
。
す
な
わ
ち
「
数
用
合
一
L

で
あ
る
。

第
七
章
「
幕
館
建
項
」
は
、
「
幕
府
館
期
」
、
「
幕
中
鵡
遇
」
、
「
幕
府
待

遇
」
、
「
時
間
徴
以
前
途
」
の
囚
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
長
官
は
手
厚
い
穫
を
以

っ
て
幕
友
を
招
酬
明
す
る
。
雨
方
の
間
で
話
合
い
が
つ
レ
た
ら
、
ま
ず
長
官
の
方

か
ら
幕
友
に
開
書
を
迭
る
。
閥
書
は
一
種
の
契
約
書
で
、
そ
れ
に
待
遇
等
を
書

く
P

就
館
の
期
間
は
明
記
し
な
い
が
、
長
官
と
と
も
に
進
退
す
る
の
が
一
般
の

慣
例
で
あ
っ
た
。
館
期
の
終
了
は
、
長
官
の
死
亡
乃
至
僻
職
市
或
い
は
幕
友
の

個
人
的
事
情
、
例
え
ば
「
錦
昨
夜
」
・
「
熔
考
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
幕
府
に
お
い

て
、
長
官
と
幕
友
の
互
い
の
稼
呼
は
、
長
官
は
幕
友
を
一
律
に
「
老
夫
子
」
・

「
先
生
」
或
い
は
「
老
先
生
」
と
稽
す
る
が
、
幕
友
が
長
官
を
呼
ぶ
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
長
官
の
肩
書
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
例
え
ば
、
州
豚
を
「
老
東
」
、

府
を
「
太
守
」
、
道
を
「
観
察
」
、
県
を
「
際
訪
」
、
議
司
を
「
方
伯
」
、
総
督
を

「制
軍
」
と
呼
ぶ
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
長
官
と
孫
友
は
互
い
に
誠
信
の
原

則
を
守
る
。
な
お
、
公
務
上
に
お
け
る
責
任
は
す
べ
て
長
官
が
負
う
の
で
、
謀

り
が
あ
っ
て
も
幕
友
は
法
律
的
な
底
分
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
長
官

は
幕
友
に
糾
問
し
て
い
ろ
い
ろ
な
面
倒
|
例
え
ば
、
婚
・
喪
等
ー
を
見
る
。
募
友

に
奥
え
る
俸
給
は
「
束
惰
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
府
の
金
で
は
な
く
、

全
く
長
官
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
財
源
と
し
て
は
、

岡
規
・
耗
羨
・
養
燦
銀
等
が
あ
る
。
東
怖
の
金
額
は
、
大
抵
月
に
銀
三
・
四
十

雨
か
ら
百
雨
に
な
っ
て
い
た
。
東
修
以
外
に
、
幕
友
に
は
「
費
敬
」
・
「
年
節
敬
」

・
「
席
敬
」
・
「
脇
敬
」
・
「
酬
贈
之
敬
L

の
金
が
贈
ら
れ
る
。
幕
友
の
住
居
、
す

な
わ
ち
幕
療
は
街
門
の
内
に
あ
る
。
食
事
は
官
か
ら
支
給
さ
れ
、
外
出
の
際
は
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「
肩
輿
」
を
用
い
、
さ
ら
に
僕
役
も
奥
え
ら
れ
て
い
た
。
勤
務
時
間
の
規
定
は

な
く
、
新
年
に
は
殆
ん
ど
家
へ
飾
る
こ
と
が
出
来
た
。
通
常
の
日
に
お
い
て
も

休
暇
が
取
れ
た
こ
と
は
勾
，
川
で
あ
る
。
川
和
友
の
中
じ
は
、
良
い
者
も
恐
い
者
も

い
る
か
ら
、
段
〈

mLと
い
う
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
劣
幕
に
封
し
て

は、

際
逐
の
方
法
が
一
般
に
用
い
ら
れ
、
山長
非
に
到
し
て
は
、

長
官
は
彼
ら
の

将
来
の
出
世
を
助
け
る
等
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

第
八
掌

「
幕
府
生
活
」
は
、
「
遮
拡
特
色
」
、

「
休
間
活
動
」、

「
志
興
述

怪
」
の
三
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る

P

著
者
は
第

一
簡
で
、

「JMM
主
相
虎
」
、
「
賓

友
共
庭
」、寸
前
和
賓
白
魔
」

に
つ
い
て
説
明
し
、

第
二
節
で
は
、
「
公
歓
娯
楽
L

、

「
節
鹿
飲
宴
」
、
「
言
詞
祭
泌
」
等
の
活
動
を
述
べ
、
第
三
節
で
は
、
幕
友
の

濁
特
な
趣
味
を
摩
げ
て
い
る
。

こ
の
節
の
内
容
は
、
「
怪
力
飢
紳
之
形
成
」
、

「
扶
飢
及
修
燦」、

「
放
途
的
幻
」
、
「
談
狐
説
鬼
」
の
四
項
を
含
む
。

以
上
が
筆
者
の
観
貼
か
ら
取
り
思
げ
た
本
志
の
要
黙
で
あ
る
。
間
録
六
篇
に

つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
て
、
紹
介
を
割
愛
し
た
。

著
者
は
、
首
公
大
な
販
に
上
る
史
書
・
文
集

・
仰
記
・
随
筆

・
論
文
等
を
掛
川似

さ
れ
、
並
び
に
綴
密
な
考
詮
謬
的
態
度
を
以
っ
て
考
察
を
進
め
ら
れ
た
。
内
容

は
充
れ
し
て
お
り
‘
論
貼
も
酬
阻
系
的
に
よ
く
仙
料
品
別
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
碗
究
に

よ
っ

て
、
清
代
の
制
度
史
研
究
は
、

さ
ら
に

一
歩
前
進
し
た
と

評
償
さ
れ
よ

う。

な
お
、
消
代
の
政
治
・

枇
合
制
度
等
の
研
究
を
志
す
者
に
と

っ
て
は
、
本

書
は
史
料
索
引
と
し
て
も
利
用
で
き
る
と
思
う
。
筆
者
は
、
消
制
の
制
度
史
に

針
し
て
は
、
全
く
の
素
人
で
あ
り
、

著
者
の
著
書
や
論
文
よ
り
多
く
の
も
の
を

謬
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
疑
問
も
し
く
は
期
待
と
し

て、

幾
つ
か
の
間
題
を
提
起
し
た
い
。

著
者
は
、
第
一

章
の
一斑
型
品
川
議
に
つ

い
て
、

汁併
t
A
の
滋
幕
は
主
に
貧
困
が
原

因
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た。

し
か
し
、
幕
友
の
中
に
、
京
吏
出
身
者
が
多
数
い

た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
検
討
す
る
徐
地
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
京
吏
に
な
る
前
ま
で
は
、
貧
悶
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
京
吏
に
な
っ

た
以

後
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
料
情
状
態
は
改
設
問さ
れ
た
答
で
あ
る
。
ま
し
て
、
殿

試
・

曲目試

・
郷
試
の
出
身
者
乃
ア
下
一
京
官
を
経
歴
し
た
者
等
か
ら一社
主
に
な
っ
た

者
も
少
な
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
は
日
例
を
摩
げ
て
左
愛

さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
全
恨
の
状
態
と
し
て
立
論
す
る
に
は
、
な
お
説

得
力
を
紋
く
。

第
二
章
の
官
幕
開
係
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
長
官
と
幕
友
の
問
に
師
弟
・
朋

友
・

賓
主

・
同
士
心
・
親
信
の
よ
う
な
附
係
が
存
在
し
て
し
た
と
述
べ

ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

4
う
な
閥
係
は
、
賓
主
の
閥
係
を
除
け
ば
、

一
般
官
僚
機
構

に
も
な
い
と
は
恨
ら
な
い
。
こ
と
に
親
信
関
係
の

「
信
」
と
い
う
闘
係
は
、
殆

ん
と
の
怯
的
に
と
っ
て
も
同
じ
く
不
可
紋
な
も
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ

て、

こ
の
五
つ
の
閥
係
は
、
幕
附
人
事
制
度
の
碗
究
に
お
い
て
、

一
章
を
占
め

る
ほ
と
の
重
要
さ
が
あ
る
か
ど
う
か
野
間
で
あ
る
。

な
お
、
紹
興
附
爺
に
つ
い
て
、
幕
友
の
巾
に
、
紹
興
出
身
の
者
が
多
か
っ
た

事
質
は
、
幕
府
人
事
制
度
を
現
併
す
る
上
で
章
一
裂
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
活
者
は
こ
の
叫
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

例
え
ば
、
紹
興
師
一
命
が
多
数
を
占
め
て

い
た
理
由
を
求
め
る
に
は
、
所
江
省
の

経
済
状
況
と
紹
興
商
人
の
存
在
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

消
初
に
お
け
る
紹

興
商
人
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
加
藤
繁
氏
が
夙
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
の
意
味
か
ら
も
船
山
則
前
人
と
総
興
出
身
深
川吏
乃
奈
川
和
興
師
爺
と
の
聞
に
は
な

ん
ら
か
の
閥
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
江
沼
地
方
は
中
闘

に
お
い
て
経
済
的
先
進
地
域
で
あ
り
、川
和
一
阿
南
人
の
鍬
起
も
こ
れ
と
闘
係
あ
る

と
思
う
が
、
所
一
止
の
紹
興
で
は
、
四

・
五
人
が
資
本
を
だ
し
あ
っ

て
、
そ
の
中

の
一
人
の
名
前
で
官
職
を
買
う
と
云
う
こ
と
も
見
ら
れ
る
(
「
醒
世
恒
言
ヒ
。

A
9
 

内〆“
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こ
れ
も
紹
興
脅
吏
、
又
は
紹
興
師
爺
と
関
係
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
清
代
に
お
い
て
、
江
滋
地
方
に
経
世
致
用
撃
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

も
多
か
れ
少
な
か
れ
紹
興
師
爺
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
思
う
。
因
み
に
紹
興

師
爺
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
も
「
清
代
の
脅
吏
と
幕
友
」
ハ
東
洋
史
研
究

第
二
ハ
谷
第
四
政
一
九
五
八
年
)
に
説
明
を
さ
れ
て
い
る
。

衣
に
、
募
友
の
志
異
述
怪
と
幕
友
の
束
締
財
源
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
清
代

の
幕
友
人
事
制
度
の
全
貌
を
究
明
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
亘
っ
て
詳
細
を

愛
さ
れ
た
。
し
か
し
、
制
度
史
研
究
と
し
て
、
談
狐
説
鬼
の
よ
う
な
細
か
い
こ

と
を
取
扱
う
よ
り
も
、
制
度
そ
の
も
の
を
維
持
さ
せ
る
経
済
的
基
盤
、
す
な
わ

ち
幕
友
の
束
筒
財
源
で
あ
る
隔
規
・
耗
羨
・
養
康
銀
等
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い

関
心
を
持
つ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
財
源
問
題
に
つ
い
て
も
、

宮
崎
氏

が
前
掲
の
論
考
で
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
も
し
宮
崎
氏
の
設
を
活

用
さ
れ
れ
ば
、
束
筒
財
源
に
つ
い
て
の
説
明
は
も
っ
と
充
質
し
た
も
の
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
幕
友
乃
至
奇
吏
の
研
究
に
つ
い
て
、
日
本
の
間
学
界
も
か
な
り
の
成

果
を
翠
げ
て
い
る
。
前
回
閣
の
宮
崎
氏
の
論
文
以
外
に
、
な
お
、
幾
つ
か
が
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
服
部
字
之
吉
氏
『
清
図
通
考
』
第
二
篇
第
四
「
吏
卜
幕
友
」

(
三
省
堂
書
庖

一

九

O
五
年
)
、
細
井
田
田
治
氏
「
清
初
の
脅
吏
」
(
枇
曾
経
済

史
息
子
十
四
|
六
一
九
四
四
年
)
及
び
佐
伯
富
氏
「
膏
吏
制
度
の
成
立
」

(
岩
波
講
座
世
界
歴
史

9

一
九
七

O
年
二
月
)
等
の
如
く
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
論
文
も
、

官
と
吏
と
の
分
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
言
及
さ
れ
て
い

る
。
著
者
は
、
本
書
に
お
い
て
、
日
本
の
研
究
文
献
を
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、

図
内
の
研
究
に
限
ら
ず
、
海
外
に
も
翻
野
を
開
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

筆
者
が
以
上
に
傘
げ
た
諸
研
究
を
も
活
用
さ
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

〉フ
カ
。

以
上
、
本
書
に
糾
問
す
る
筆
者
の
讃
後
感
と
若
干
の
疑
問
鮎
を
述
べ
た
が
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
蓄
が
な
し
え
た
清
代
幕
友
制
度
に
関
す
る
賓
詩
的
議
成
果

に
比
べ
れ
ば
、
ほ
ん
の
殺
到
一
に
す
ぎ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
本
書
が
、
官
僚
制
度

の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
脅
吏
と
と
も
に
不
可
散
な
存
在
で
あ
る
幕
友
を
制
度

史
的
に
解
明
し
た
好
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
最
後
に
、
著
者
の
窓
を

誤
解
し
た
り
、
本
書
を
充
分
に
紹
介
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か

に
恐
れ
て
い
る
。
著
者
な
ら
び
に
讃
者
の
御
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
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義
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著
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ブ
ラ
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ア
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E
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マ
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ナ
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ト
氏
は
、
シ
カ
コ
大
事
で
タ
ラ
ッ
ケ

教
授
の
指
導
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
の
若
手
の
宋
代
史
研
究
者
で
、
宋
代
社
曾

史
、
と
く
に
法
と
政
治
に
つ
い
て
一
専
攻
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
九
七
二
年

末
現
在
、
ハ
ワ
イ
大
型
在
任
)。

氏
の
既
設
表
の
業
績
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
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